
根室市教育委員会規則第１号  

 

根室市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

 

  令和８年４月２４日 

 

根室市教育委員会  

教育長  波  岸  克  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和８年４月２４日  

根室市教育委員会規則第１号  

 

根室市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する

規則 

 

根室市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和 46年根室市教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。  

第５条中第39号を第40号とし、第38号の次に次の１号を加える。  

(39) 部活動の地域展開に関すること。  

 

附  則  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の根室市教育委員会事務局

事務分掌規則の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 


